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相続（権利・税金・対策）・不動産（活用・売却・管理）に関する不安・疑問・要望はございませんか？

2日間
限定!!
神奈川区・港北区在住の方・会場のお近くにお住まいの方はどうぞお気軽にご来場ください。当日のご来場もお受付いたします!!（事前予約優先）

■司法書士・民事信託士／佐伯 啓輔 (神奈川県司法書士会所属）

■税理士／河野 太一（関東信越税理士会所属）

■宅地建物取引士／村井 美奈子

■ファイナンシャルプランナー・不動産コンサルタント／宮下 真優佳

●JR「東神奈川駅」西口から徒歩4分

●JR「横浜駅」西口から徒歩5分
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早い人は始めてます相続対策！

スマホ予約は
こちらから!

予約枠を絞っての
ご案内です

神奈川区・港北区相続と不動産無料相談会



住まなくなった不動産を放置していると、売却時の譲渡所
得の特別控除などの優遇措置が受けられなくなるケース
もあるので、早めに対処することが大切です。また、売却し
たくても、相続の遺産分割協議が終わっていなかったり、
権利関係の調整が必要など、すぐに売却できるとは限りま
せん。 事前準備の段階から売却のサポートをいたします。

あなたはどのようなことでお悩みですか?

不動産売却

相続税の申告は「経験」で節税額に大きな差が
出ます。
相続税申告実績が豊富な税理士が相続税発生
ポイントとその節税方法をお伝えし、相続税の評
価額を低く抑えたいというご相談者様の為に最
適な申告サポートをご提案いたします。

相続税申告

住まなくなった
不動産は
売却した方が良いのか？ 

●有効な遺言書を作りたい
●書く際の注意点や内容へのアドバイスがほしい　

●相続が発生しているので相続税試算をしたい
●土地評価に強い信頼できる税理士に相談したい

●借地・底地を所有しているが売却・活用方法を知りたい
●売却した場合の税金が安くなる方法を知りたい

●相続が開始された後に何から手を付ければ良いの？
●いつまでにやらないといけないの？

●争族になる前に権利問題について相談したい
●複数人で相続し共有となっている土地を活用したい

●持っている不動産を売却すべきか知りたい
●相続した土地をうまく活用したいがどうすれば良い？

事前
予約制

現在、所有している不動産や相続予定の不動産に
ついてどうされるかお決まりですか？「良い活用方
法は？」「処分した方が良いのか？」について、当相
談会では、税務や不動産相場など様々な視点から
ご提案することが可能です。 この機会に是非、ご
相談ください。

所有不動産の活用

相続した
不動産の上手な
活用方法を教えてほしい。

相続時に不動産を共有するケースが見られます。
不公平感が無く良いように思われますが長い目で
見ると、活用や売却したいといった時に他の共有者
と意見が合わないなど、問題化するケースが多い
です。後々起こりうる問題を先送りしない為のサ
ポートをいたします。

権利問題
相続財産に不動産が含まれて
います。不動産の相続方法の
アドバイスがほしい。

相続手続きって何から
手を付ければ良いのか
分からない。名義変更の
仕方が分からない。

相続が開始されると名義変更・登記・相続税申告・役所へ
の各種手続きが必要となってきます。また、期間の制限のあ
るものや複雑な手続きが必要なものもあります。当相談会
では、ご相談者様一人ひとりに合わせたオーダーメイドの相
続手続きプランをご提案いたします。 ※各種専門家と提携。
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お問い合わせ・ご予約 【受付時間】9：30～19：00（土日祝は18：00迄） ※土日祝もお気軽にお電話ください

事前
予約制

開催
事業者は
コチラ‼

税改正により、新たな制度の活用範囲はその人の年齢や想いなどに応じて、贈与方法を考えて使い分けをすることが必要です。あなたが遺したい人への想いを是非ご相談ください。

ご存じですか？ の生前贈与生前贈与 税改正!税改正!
����年�月から相続税の生前贈与加算が�年に延長！

令和�年度の税制改正で、生前贈与加算の対象を死亡日前の�年間から�年間に延長することが決定。更に相続時精算課税に年���万円控除の新設も！早期対策をして、円滑な贈与計画を考えてみませんか？
年齢などを考えた贈与の制度利用をしてみませんか？

ご自身で書く遺言書作成には注意が必要です。亡く
なった後、ご遺族の方が困らない手続きや書き方に
ついてご相談ください。また、今話題の家族信託に
ついてもご相談可能です。
家族信託に精通した専門家がお話を伺いますので、
お気軽にご来場ください。

遺言書／家族信託


